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学習指導要領解説小学校社会科編ダイジェスト 鹿児島県総合教育センター

小学校社会科においては，「公民としての資質・能力の基礎」を育成すること

目指しています。以下，改訂のポイントを４点挙げました。

小学校社会科改訂のポイント





社 会 科 （小学校）

Ｑ１ 小学校社会科の改善のポイントは何ですか。

Ａ１ 幼児教育との連携や育成すべき三つの柱に沿って目標，内容が明確化され，

以下の６点として示されています。

１ 小学校社会科では，中央教育審議会答申を踏まえて，次のように改善事項がまとめられて

います。（下線は筆者）

⑴ 幼児教育で育まれたものや，小学校低学年における学習を通じて身に付けた資質・能力の

上に，育成を目指す資質・能力を「知識及び技能」，「思考力・判断力・表現力等」，「学びに

向かう力，人間性等」の三つの柱に沿って明確化する。

「社会的な見方・考え方」については「社会的事象の見方・考え方」と言い換え，資質・

能力全体に関わるものとして位置付ける。

⑵ 各学年の目標も，三つの柱に沿った資質・能力として整理・明確化する。その際，第３学

年及び第４学年の目標と内容については，系統的，段階的に再整理する。

また，地図帳の使用を第３学年から目標に示す。

⑶ 「社会的事象の見方・考え方」とは，社会的事象の特色や意味などを考えたり，社会に見

られる課題を把握して，その解決に向けて社会との関わり方を，選択・判断したりする際の

「視点や方法」である。

具体的には「位置や空間的な広がり，時期や時間の経過，事象や人々の相互関係に着目し

て社会的事象を捉え，比較・分類したり総合したり，地域の人々や国民の生活と関連付けた

りすること」と整理する。

⑷ 内容について，中学校への接続・発展を視野に入れて，以下の三つに整理する。

①地理的環境と人々の生活，②歴史と人々の生活，③現代社会の仕組みや働きと人々の生活

また，①，②は空間的な広がり（地域，日本，世界へと），③は経済・産業，政治及び国

際関係と，それぞれ区分して整理する方向で改善を図る。

⑸ 現代的な諸課題を踏まえる観点から，以下の学習を充実する方向で改善を図る。

・ 我が国や地方公共団体の政治の仕組みや働きを捉える学習，

・ 世界の国々との関わりに関心を高めるとともに，社会に見られる課題を把握して社会の

発展を考える学習

持続可能な社会づくりの観点から，以下の学習を充実する方向で改善を図る。

・ 人口減少や地域の活性化，国土や防災安全に関する学習

・ 情報化による生活や産業の変化，産業における技術の向上などに関する学習

⑹ 社会との関わりを意識して学習の問題を追究・解決する学習の充実を図り，学習過程にお

いて，「主体的・対話的で深い学び」が実現するよう指導方法の不断の見直し，改善を図る。
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社 会 科 （小学校）

Ｑ２ 目標はどのように改善されたのですか。

Ａ２ 小学校社会科においては，中央教育審議会答申を踏まえて，三つの資質・能力

の柱に沿って目標が改善されました。

社会科の目標は，最初の柱書き部分と(1)「知識及び技能」，(2)「思考力，判断力，表現力等」，

(3)「学びに向かう力，人間性等」の三つの柱に沿って改善されました。

１ 目標

社会的な見方・考え方を働かせ，課題を追究したり解決したりする活動を通して，グロー

バル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民と

しての資質・能力の基礎を次のとおり育成することを目指す。

(1) 地域や我が国の国土の地理的環境，現代社会の仕組みや働き，地域や我が国の歴史や

伝統と文化を通して社会生活について理解するとともに，様々な資料や調査活動を通し

て情報を適切に調べまとめる技能を身に付けるようにする。

(2) 社会的事象の特色や相互の関連，意味を多角的に考えたり，社会に見られる課題を把

握して，その解決に向けて社会への関わり方を選択・判断したりする力，考えたことや

選択・判断したことを適切に表現する力を養う。

(3) 社会的事象について，よりよい社会を考え主体的に問題解決しようとする態度を養う

とともに，多角的な思考や理解を通して，地域社会に対する誇りと愛情，地域社会の一

員としての自覚，我が国の国土と歴史に対する愛情，我が国の将来を担う国民としての

自覚，世界の国々の人々と共に生きていくことの大切さについての自覚などを養う。

○ 小学校社会科の改善の方向性として求めていることは，以下のとおりです。

・ 小学校においては「公民としての資質・能力の基礎」を育成すること。

・ 育成を目指す資質・能力の具体を三つの柱で明確化し，「社会的な見方・考え方」を働

かせた学びを通して育成していくこと。

・ 社会との関わりを意識して課題を追究したり解決したりする活動を位置付けた学習過程

を工夫し，「主体的・対話的で深い学び」を実現するよう授業改善を図ること。 など

○ 関連項目

□ 「社会的な見方・考え方」について →Ｑ10
□ 「公民としての資質・能力の基礎」について →Ｑ11
□ 「知識及び技能」について →Ｑ12
□ 「思考力，判断力，表現力等」について →Ｑ13
□ 「学びに向かう力，人間性等」について →Ｑ14
□ 「移行期間の対応」について →Ｑ15
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社 会 科 （小学校）

Ｑ３ 各学年の目標はどのように改善されたのですか。

Ａ３ 小学校社会科の改訂の趣旨及び目標の改善を踏まえ，柱書き部分と育成すべ

き三つの資質・能力に沿って改善されました。

１ 各学年の目標改善について

各学年の目標は，小学校社会科の究極的なねらいである「公民としての資質・能力の基

礎」を育成することを実現するため，指導内容と児童の発達の段階を考慮し，「知識及び技

能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」の統一的な育成を目指

して，それぞれに関する目標から構成されています。

２ 内容構成の改善について以下の観点で整理されました。

各学年の内容を以下の三つに区分する観点に整理されました。

①地理的環境と人々の生活

②歴史と人々の生活

③現代社会の仕組みや働きと人々の生活

○ 第３学年及び第４学年の目標と内容を分けて示すこと

○ 第５学年では国民生活の舞台である国土の地理的環境とそこで営まれている産業に関

する学習を行うこと

○ 第６学年では我が国の政治，歴史及び国際理解に関する学習を行うこと

各学年の内容は，「知識及び技能に関わる事項」と「思考力，判断力，表現力等に関

わる事項」に分けて明確化されました。

世界の国々との関わりや政治の働きへの関心を高めるよう教育内容を見直すとともに，

自然災害時における地方公共団体の働きや地域の人々の工夫・努力等に関する指導の充実，

少子高齢化等による地域社会の変化や情報化に伴う生活や産業の変化に関する教育内容を

見直すなどの改善が図られたこと。

○各学年で，学習対象として取り扱う内容

第３学年…自分たちの市を中心とした地域 →Ｑ４

第４学年…自分たちの県を中心とした地域 →Ｑ５

第５学年…我が国の国土や産業 →Ｑ６

第６学年…我が国の政治の働きや歴史上の主な事象， →Ｑ７
グローバル化する世界と日本の役割

※次頁に各学年の目標及び内容の系統を一覧表として示してあります。

日本の河川

①天塩川
②石狩川
③十勝川

④米代川
⑤雄物川
⑥北上川
⑦最上川
⑧阿武隈川

⑨阿賀野川
⑩信濃川
⑪利根川
⑫黒部川
⑬神通川
⑭九頭竜川

⑲淀川
⑳紀ノ川
㉑熊野川
㉒江の川

⑮富士川
⑯大井川
⑰天竜川
⑱木曽川

㉓吉野川
㉔四万十川

㉕筑後川
㉖球磨川
㉗大淀川

①

②

③

④

⑤

⑥
⑦

⑧
⑨
⑩

⑪

⑫

⑬
⑭

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

⑮

⑰

⑱

⑯
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目標及び内容の系統表 参考資料

柱書き(資質・能力) (1) 知識・技能 (2) 思考力・判断力・表現力 等 (3)態度・誇り・愛情・自覚 等

社会的な見方・考 地域や我が国の国土の地理的 社会的事象の特色や相互の関連， 社会的事象について，よりよ

え方を働かせ，課題 環境，現代社会の仕組みや働き， 意味を多角的に考えたり，社会に見 い社会を考え主体的に問題解決

を追究したり解決し 地域や我が国の歴史や伝統と文 られる課題を把握して，その解決に しようとする態度を養うととも

たりする活動を通し 化を通して社会生活について理 向けて社会への関わり方を選択・判 に，多角的な思考や理解を通し

目 て，グローバル化す 解するとともに,様々な資料や調 断したりする力，考えたことや選択 て，地域社会に対する誇りと愛

る国際社会に主体的 査活動を通して情報を適切に調 ・判断したことを適切に表現する力 情，地域社会の一員としての自

標 に生きる平和で民主 べまとめる技能を身に付けるよ を養う。 覚，我が国の国土と歴史に対す

的な国家及び社会の うにする。 る愛情，我が国の将来を担う国

形成者に必要な公民 民としての自覚，世界の国々の

としての資質・能力 人々と共に生きていくことの大

の基礎を次のとおり 切さについての自覚などを養う。

育成することを目指

す。

身近な地域や市区町村の地理

的環境，地域の安全を守るため

の諸活動や地域の産業と消費生

第 活の様地域の様子の移り変わり

三 について，人々の生活との関連

学 を踏まえて理解するとともに， 社会的事象について，
年 調査活動，地図帳や各種の具体 主体的に学習の問題を

的資料を通して，必要な情報を 解決しようとする態度
調べまとめる技能を身に付ける 社会的事象の特色や相 や，よりよい社会を考
ようにする。 互の関連，意味を考える え学習したことを社会

力，社会に見られる課題 生活に生かそうとする
自分たちの都道府県の地理的 を把握して，その解決に 態度を養うとともに，

環境の特色，地域の人々の健康 向けて社会への関わり方 思考や理解を通して，
と生活環境を支える働きや自然 を選択・判断する力，考 地域社会に対する誇り
災害から地域の安全を守るため えたことや選択・判断し と愛情，地域社会の一

第 の諸活動，地域の伝統と文化や たことを表現する力を養 員としての自覚を養う。
四 地域の発展に尽くした先人の働 う。
学 きなどについて，人々の生活と

年 社会的事象の の関連を踏まえて理解するとと

見方・考え方 もに，調査活動，地図帳や各種

を働かせ，学 の具体的資料を通して，必要な

習の問題を追 情報を調べまとめる技能を身に

究・解決する 付けるようにする。

活動を通して， 我が国の国土の地理的環境の 社会的事象について，主体的

次のとおり資 特色や産業の現状，社会の情報 に学習の問題を解決しようとす

質・能力を育 化と産業の関わりについて，国 る態度や，よりよい社会を考え

第 成することを 民生活との関連を踏まえて理解 学習したことを社会生活に生か

五 目指す。 するとともに，地図帳や地球儀， そうとする態度を養うとともに，

学 統計などの各種の基礎的資料を 多角的な思考や理解を通して，

年 通して，情報を適切に調べまと 社会的事象の特色や相 我が国の国土に対する愛情，我

める技能を身に付けるようにす 互の関連，意味を多角的 が国の産業の発展を願い我が国

る。 に考える力，社会に見ら の将来を担う国民としての自覚

れる課題を把握して，そ を養う。

の解決に向けて社会への
我が国の政治の考え方と仕組 関わり方を選択・判断す 社会的事象について，主体的

みや働き，国家及び社会の発展 る力，考えたことや選択 に学習の問題を解決しようとす

に大きな働きをした先人の業績 ・判断したことを説明し る態度や，よりよい社会を考え

や優れた文化遺産，我が国と関 たり，それらを基に議論 学習したことを社会生活に生か

第 係の深い国の生活やグローバル したりする力を養う。 そうとする態度を養うとともに，

六 化する国際社会における我が国 多角的な思考や理解を通して，

学 の役割について理解するととも 我が国の歴史や伝統を大切にし

年 に，地図帳や地球儀，統計や年 て国を愛する心情，我が国の将

表などの各種の基礎的資料を通 来を担う国民としての自覚や平

して，情報を適切に調べまとめ 和を願う日本人として世界の国

る技能を身に付けるようにする。 々の人々と共に生きることの大

切さについての自覚を養う。
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社 会 科 （小学校）

Ｑ４ 第３学年の内容はどのように改善されたのですか。

Ａ４ 第３学年では，学習対象として自分たちの市を中心とした地域を取り上げる

こととなっています。

○ 第３学年の学習対象として，自分たちの市を中心とした地域を取り上げることとし，以下

の具体的な内容が示されています。

● 主として「地理的環境と人々の生活」に区分される内容

身近な地域や市区町村の様子に関する内容については，公共施設の場所と働きに「市役所

など」という文言を加え，市役所の働きを取り上げること。

なお，内容の取扱いにおいて，学年の導入で扱うこととし，「自分たちの市」に重点を置

くよう配慮することや白地図などにまとめる際に，教科用図書「地図」を参照し，方位や地

図記号について扱うことを加えたこと。

● 主として「歴史と人々の生活」に区分される内容

これまでの「古くから残る暮らしにかかわる道具，それを使っていたころの暮らしの様子」

に関する内容を「市の様子の移り変わり」に関する内容に改め，交通や公共施設，土地利用

や人口，生活の道具を調べるように示したこと。

また，内容の取扱いにおいて「人口」を取り上げる際には，少子高齢化，国際化などに触

れることを示したこと。

なお，市が公共施設の整備を進めてきたことを取り上げることを示したこと。

● 主として「現代社会の仕組みや働きと人々の生活」に区分される内容

地域に見られる生産や販売の仕事に関する内容については，生産の仕事において，仕事の

種類や産地の分布，仕事の工程を取り上げるように示したこと。

また，販売の仕事において，他地域や外国との関わりを取り上げて示し，内容の取扱いに

おいて，地図帳などを使用することとしたこと。

なお，消費者の多様な願いを踏まえ売り上げを高めるよう工夫していることを示したこと。

地域の安全を守る働きに関する内容については，内容の取扱いにおいて，これまでの「火災，

風水害，地震などの中から選択して取り上げる」ことを，火災を取り上げることに改めたこと。

さらに，火災と事故はいずれも取り上げ，その際，どちらかに重点を置くなど効果的な指

導を工夫することを加えたこと。

山脈

盆地

高原

台地

平野

高地

山地

平地
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社 会 科 （小学校）

Ｑ５ 第４学年の内容はどのように改善されたのですか。

Ａ５ 第４学年では，学習対象として自分たちの県を中心とした地域を取り上げるこ

ととなっています。

○ 第４学年の学習対象として，自分たちの県を中心とした地域を取り上げることとし，以下の

具体的な内容が示されています。

● 主として「地理的環境と人々の生活」に区分される内容

都道府県の様子に関する内容については，自分たちの県の地理的環境の概要を理解するこ

とや47都道府県の名称と位置を理解すること。

世界との関わりに関心を高めるようにすることを重視して，県内の特色ある地域の様子に

関する内容の取扱いにおいて，これまでの「自然環境，伝統や文化などの資源を保護・活用

している地域や伝統的な工業などの地場産業の盛んな地域」に国際交流に取り組んでいる地

域を加えたこと。

● 主として「歴史と人々の生活」に区分される内容

県内の伝統や文化に関する内容については，内容の取扱いにおいて，県内の主な文化財や

年中行事が大まかに分かるようにすること。

先人の働きに関する内容については，内容の取扱いにおいて，これまでの「開発，教育，

文化，産業など」に医療を加えたこと。

● 主として「現代社会の仕組みや働きと人々の生活」に区分される内容

これまで「地域社会における災害及び事故の防止」の内容の取扱いに示されていた「風水

害，地震など」を独立させ自然災害から人々を守る活動として示し，地震災害，津波災害，

風水害，火山災害，雪害などの中から，過去に県内で発生したものを選択して取り上げるよ

うにしたこと。

その際，政治の働きに関心を高めるようにすることを重視して，県庁や市役所の働きなど

を中心に取り上げ，防災情報の発信，避難体制の確保などの働き，自衛隊など国の機関との

関わりを取り上げること。

人々の健康や生活環境を支える事業に関する内容については，飲料水，電気，ガスを供給

する事業において安全で安定的な供給を，廃棄物の処理において衛生的な処理を示したこと。

なお，内容の取扱いにおいて，現在に至るまでに仕組みが計画的に改善され公衆衛生が向

上してきたことに触れることを加えるとともに，これまで飲料水，電気，ガスの確保及び廃

棄物の処理の内容において扱うものとしていた法やきまりを廃棄物の処理に限定したこと。
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社 会 科 （小学校）

Ｑ６ 第５学年の内容はどのように改善されたのですか。

Ａ６ 第５学年では，学習対象として我が国の国土や産業を取り上げることとなっ

ています。

○ 第５学年の学習対象として，我が国の国土や産業を取り上げることとし，以下の具体的な

内容が示されています。

● 主として「地理的環境と人々の生活」に区分される内容

我が国の国土の様子と国民生活に関する内容については，領土の範囲を大まかに理解する

ことを示し，内容の取扱いにおいて，領土の範囲については，竹島や北方領土，尖閣諸島が

我が国の固有の領土であることに触れること。

● 主として「歴史と人々の生活」に区分される内容

我が国の農業や水産業における食料生産に関する学習については，これまで分けて示され

ていた内容を食料生産の概要として合わせて示したこと。

次に，食料生産に関わる人々の工夫や努力として，生産性や品質を高めることや輸送方法

や販売方法の工夫していることを示すとともに，これまで内容の取扱いに示されていた価格

や費用を内容に示したこと。

また，我が国の工業生産に関する内容については，これまで分けて示されていた内容を

工業生産の概要として合わせて示し，工業製品の改良を取り上げるように示したこと。

工業生産に関わる人々の工夫や努力として，製造の工程，工場相互の協力関係や優れた技

術を示したこと。

さらに，貿易や運輸を独立して示し，それらが工業生産を支える役割を考えるようにした。

情報化に伴う生活や産業の変化を視野に入れて，我が国の産業と情報との関わりに関する

内容については，これまで「情報化した社会の様子と国民生活とのかかわり」として示して

いた内容を情報を生かして発展する産業に改め，内容の取扱いにおいて，販売，運輸，観光，

医療，福祉などに関わる産業の中から選択して取り上げること。

なお，技能に関わる事項において映像や新聞などの資料で調べること。

● 主として「地理的環境と人々の生活」及び「現代社会の仕組みや働きと人々の生活」に区

分される内容

これまで「国土の保全などのための森林資源の働き及び自然災害の防止」として示してい

た内容を自然災害と森林に分けたこと。
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社 会 科 （小学校）

Ｑ７ 第６学年の内容はどのように改善されたのですか。

Ａ７ 第６学年では，学習対象として我が国の政治の働きや歴史上の主な事象，グ

ローバル化する世界と日本の役割を取り上げることとなっています。

○ 第６学年の学習対象として我が国の政治の働きや歴史上の主な事象，グローバル化する世界

と日本の役割を取り上げることとし，以下の具体的な内容が示されています。

● 主として「歴史と人々の生活」に区分される内容

我が国の歴史学習においては，世の中の様子，人物の働きや代表的な文化遺産などに着目

して調べることや我が国の歴史の展開を考えること，我が国が歩んできた大まかな歴史や関

連する先人の業績，優れた文化遺産を理解することなど，小学校の歴史学習の趣旨を明示し

たこと。

内容については，政治の中心地や世の中の様子に着目して時期を捉える小学校の歴史学習

の趣旨を踏まえて，日本風の文化が生まれたこと，戦国の世の中が統一されたことを独立と

して示すよう改めたこと。

オリンピック→オリンピック・パラリンピック，歌川（安藤）広重→歌川広重等，歴史上

の事象や人物の名称の表記を改めたこと。

外国との関わりへの関心を高めるようにすることを重視して，内容の取扱いにおいて，当

時の世界との関わりにも目を向け，我が国の歴史を広い視野から捉えられるよう配慮するこ

とを加えたこと。

● 主として「現代社会の仕組みや働きと人々の生活」に区分される内容

政治の働きへの関心を高めるようにすることを重視して，我が国の政治の働きに関する内

容については，これまでの順序を改め，内容の⑵を⑴として示すとともに，(ｱ)日本国憲法や

立法，行政，司法の三権と国民生活に関する内容，(ｲ)国や地方公共団体の政治の取組に関す

る内容として示したこと。

その際，(ｲ)については，政策の内容や計画から実施までの過程，法令や予算との関わりを

取り上げるように示すとともに，内容の取扱いにおいて，これまでの「地域の開発」を地域

の開発や活性化と改めたこと。

グローバル化する世界と日本の役割に関する内容については，「国際交流」を「日本とつな

がりの深い国の人々の生活に関する内容」に移行し，国際交流の果たす役割を考えるように

したこと。

※ (1)(2)は，新学習指導要領における内容項目の番号，(ｱ)(ｲ)は内容の取扱い記号
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社 会 科 （小学校）

Ｑ８ 指導計画の作成上の配慮事項は何ですか。

Ａ８ 児童の「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指した授業改善を進めるに当

たり，大きく五つの事項にまとめられています。

１ 指導計画作成上の配慮事項

(1) 単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向けて，児

童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際，問題解決への見通し

をもつこと，社会的事象の見方・考え方を働かせ，事象の特色や意味などを考え概念などに

関する知識を獲得すること，学習の過程や成果を振り返り学んだことを活用することなど，

学習の問題を追究・解決する活動の充実を図ること。

● ポイント

・ 小学校社会科の目標に示す(1)(2)(3)の資質・能力の育成が偏りなく実現されるよう

単元など内容や時間のまとまりの中で取り組めるようにすること。

・ 「深い学び」の視点に関して，「見方・考え方」を鍵として習得・活用・探究という

学びの過程の中で働かせることを通じて，より質の高い「深い学び」につなげること。

・ 児童が社会的事象の見方・考え方を働かせ，主として用語・語句などを含めた具体的

な事実に関する知識を習得することにとどまらず，それらを踏まえて社会的事象の特色

や意味など社会の中で使うことのできる応用性や汎用性のある概念などに関する知識を

獲得するよう，問題解決的な学習が展開できるよう指導計画を工夫すること。

・ 小学校では，総合性を重視する観点から，例えば歴史に関わる事象であっても，時間

的な経緯のほか，空間的な広がりや事象や人々の相互関係に着目するなど，視点は多様

にあることに留意すること。追究の過程においては，これらの視点を必要に応じて組み

合わせて用いることも大切である。

そのためには，教師の教材研究に基づく学習問題の設定や発問の構成，地図や年表，

統計など各種の資料の選定や効果的な活用，学んだ事象相互の関係を整理する活動など

を工夫することが大切であること。

(2) 各学年の目標や内容を踏まえて，事例の取り上げ方を工夫して，内容の配列や授業時数の

配分などに留意して効果的な年間指導計画を作成すること。

● ポイント

・ 取り上げる事例の配列について，例えば第３学年の内容の(2)において「生産の仕事」

の事例として野菜の生産を取り上げて学習した場合には，第５学年の内容の(2)における

「食料生産」の事例として果物，畜産物，水産物などの生産の中から選択することが考

えられる。このように取り上げる事例に重複や偏りが生じないように配慮すること。

・ 事例を取り上げる授業時間数の配分について，例えば第３学年の内容の(2)において

も内容の取扱いにどちらかに重点を置いて効果的な指導を工夫したり，事例を取り上げ

る際に内容に軽重を付けることにより効果的な指導計画を作成すること。
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(3) 我が国の47都道府県の名称と位置，世界の大陸と主な海洋の名称と位置については，学習

内容と関連付けながら，その都度，地図帳や地球儀などを使って確認するなどして，小学校

卒業までに身に付け活用できるように工夫して指導すること。

● ポイント

・ 我が国が47の都道府県によって構成されていることが分かり，都道府県の名称と位置

を地図帳で確かめ，日本地図（白地図）上で指摘できるようにすること。

例えば，以下の各学年の学習において，その都度取り扱われるようにすること。

第３学年…地域の人々の生産や販売についての学習の中など

第４学年…自分たちの県の様子，飲料水・電気・ガスの供給や廃棄物の処理の学習の

中など

第５学年…我が国の位置と領土の範囲，地形や気候の概要，農業や水産業，工業の盛

んな地域，貿易や運輸についての学習の中など

第６学年…歴史学習において事象と関連する都道府県の名称，世界の国々の名称を扱

う学習の中など

・ 世界の大陸と主な海洋の名称と位置については，第５学年の内容(1)のイの(ｱ)におい

て，世界の大陸や主な海洋の位置や広がり，それらと我が国の国土との位置関係などを

理解できるようにすること。

・ 学習場面においては，その都度地図帳や地球儀で確認したり，日本地図（白地図）や

世界地図（白地図）に整理したりすること。また教室などに地図を常掲したり，地球儀

を常備したりして教室環境を工夫することも効果的である。

(4) 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内容や

指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。

● ポイント

・ 一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や支援ができるよう，障害種別の指

導のみならず，学びの過程において考えられる困難さに対する指導の工夫の意図，手立

てを明確にすること。その際，社会科の目標や内容の趣旨，学習活動のねらいを踏まえ，

学習内容の変更や学習活動の代替を安易に行うことがないよう留意するとともに，児童

の学習負担や心理面にも配慮する必要があること。

・ 学校においては，個別の指導計画を作成し，必要な配慮を記載し，翌年度の担任等に

引き継ぐなどの配慮が必要である。

(5) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，道徳科などとの関連を考慮し

ながら，第３章特別の教科道徳の第２に示す内容について，社会科の特質に応じて適切な指

導をすること。

● ポイント

・ 社会科における道徳教育の指導においては，学習活動や学習態度への配慮，教師の態

度や行動による感化とともに，内容の関連を明確にしながら適切な指導を行うこと。

・ 道徳教育の要としての特別の教科（以下「道徳科」という）である道徳の指導との関

連を考慮し，社会科で扱った内容や教材の中で適切なものを，道徳科に活用することが

効果的な場合もある。また，道徳科で取り上げたことに関係のある内容や教材を社会科

で扱う場合には，道徳科における指導の成果をいかすように工夫することも考えられる。

よって年間指導計画の作成などに際して，両者が相互に効果を高め合うようにすること。
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社 会 科 （小学校）

Ｑ９ 内容の取扱いについての配慮事項は何ですか。

Ａ９ 各学年の内容を取り扱う際の配慮事項が四つの観点で示されています。

１ 内容の取扱いの配慮事項
(1) 各学校においては，地域の実態を生かし，児童が興味・関心をもって学習に取り組めるよ
うにするとともに，観察や見学，聞き取りなどの調査活動を含む具体的な体験を伴う学習や
それに基づく表現活動の一層の充実を図ること。また，社会的事象の特色や意味，社会に見
られる課題などについて，多角的に考えたことや選択・判断したことを論理的に説明したり，
立場や根拠を明確にして議論したりするなど言語活動に関わる学習を一層重視すること。
● ポイント
・ 地域にある素材を教材化すること，地域に学習活動の場を設けること，地域の人材を
積極的に活用することなどに配慮した指導計画を作成し，児童が興味・関心をもって楽
しく学習に取り組めるようにすること。
まず，教師自身が地域の実態把握に努め，地域に対する理解を深めるようにすること。

それらを基に，地域の素材を教材化し，地域の施設を積極的に活用したり地域の人々と
直接関わって学んだりする学習活動を位置付けた指導計画を作成することが大切である。
その際，各学年の目標を踏まえ地域教材を取り上げた学習にとどまらないよう指導計

画を工夫する必要がある。
・ 観察や見学，聞き取りなどの調査活動を含む具体的な体験を伴う学習やそれに基づく
表現活動を指導計画に適切に位置付けて効果的に指導することにより，具体的な体験を
伴う学習や表現活動の一層の充実を図ること。
まず，社会科としてのねらいを明確にすることが必要である。その上で事前・事後や

現地における指導の充実を図り，児童が実物等に触れるなどの活動を通して社会的事象
を適切に把握し，具体的，実感的に捉えることができるようにすることが大切である。
また，適切に表現する活動を指導計画に効果的に位置付け，調べたことを基にして思

考・判断したことを表現する力を育てるようにする必要がある。
・ 考えたことや選択・判断したことを説明したり，それらを基に議論したりするなど言
語活動を一層重視すること。
その際，学年の段階に応じて，例えば，生産者と消費者，情報の送り手と受け手など

複数の立場から多角的に考えるようにすることが大切である。
また，社会科においては，主権者として求められる資質・能力を育成する観点から，

社会に見られる課題を把握して，その解決に向けて，自分たちの行動や生活の仕方や，
これからの社会の発展などよりよい社会の在り方などについて考えることも大切である。

(2) 学校図書館や公共図書館，コンピュータなどを活用して，情報の収集やまとめなどを行う
ようにすること。また，全ての学年において，地図帳を活用すること。
● ポイント
・ 児童一人一人が自らの問題意識をもち，問題解決の見通しを立て，必要な情報を収集
したり，収集した情報を読み取ったり，読み取った情報を分類・整理してまとめたりす
る学習活動を構成することが大切である。
特に学校図書館がもつ読書センターとしての機能に加え，児童の学習活動を支援する

学習・情報センターとしての機能をもつようにしていく必要がある。また，児童が情報
通信機器を使える環境を整備していくことが大切である。

・ 指導計画の作成に当たっては，図書館やコンピュータを利用する必要性を感じること
できるような教材や学習過程の工夫・改善や，いつどこの場面でどのように活用するの
か活動場面を想定しておくようにすること。
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・ 地図帳の使用に当たっては，日常の指導の中で，折りに触れて，地図の見方や地図帳
の索引の引き方，統計資料の活用の仕方などを指導し，地図帳を自由自在に活用できる
知識や技能を身に付けるようにすることが大切である。また地図帳を日常的に活用し，
社会科の時間だけでなく，他の教科等の学習や過程などにおいても活用し，地図帳への
親しみをもち，問題解決のための教材として効果的に活用する技能や意欲を育てること
も大切である。

(3) 博物館や資料館などの施設の活用を図るとともに，身近な地域及び国土の遺跡や文化財な
どについての調査活動を取り入れるようにすること。また，内容に関わる専門家や関係者，
関係の諸機関との連携を図るようにすること。
● ポイント
・ 地域にあるこれらの施設を積極的に活用することによって，児童の知的好奇心を高め，
学習への動機付けや学習の深化を図ることができる。また，諸感覚を通して実物や本物
に触れる感動を味わうことができる。学校での積極的な活用を通して，これらの施設を
自ら進んで利用できるようになる。そのことは生涯に渡って活用する態度や能力の基礎
となるものである。

・ 指導計画の作成に当たっては，事前に施設，遺跡や文化財などの実情を把握するとと
もに，関係の機関や施設などとの連携を綿密にとることが大切である。その際，施設の
学芸員や指導員などから話を聞いたり協力して教材研究を行ったりして，指導計画を作
成する手掛かりを得ることも一つの工夫である。
また，特別活動の遠足・集団宿泊的行事や総合的な学習の時間における伝統や文化に

関する学習活動などとの関連を指導計画に示すことも考えられる。
・ 学習を通して，博物館や資料館，地域や国土に残されている遺跡や文化財などの役割
や活用の仕方について正しく理解させ，それらに関わっている人々の働きやそれらが大
切に保存，管理されていることの意味についても気付くようにすることが大切である。

・ 学習内容や教材について，地域の専門家や関係者，関係諸機関等と円滑な連携・協働
を図ることも大切である。その際，学校支援地域本部などの活動と連携を図ることも有
効であると考えられる。

(4) 児童の発達の段階を考慮し，社会的事象については，児童の考えが深まるよう様々な見解
を提示するよう配慮し，多様な見解のある事柄，未確定な事柄を取り上げる場合には，有益
適切な教材に基づいて指導するとともに，特定の事柄を強調しすぎたり，一面的な見解を十
分な配慮なく取り上げたりするなどの偏った扱いにより，児童が多角的に考えたり，事実を
客観的に捉え，公正に判断したりすることを妨げることのないよう留意すること。
● ポイント
・ 「多様な見解のある事柄，未確定な事柄」については，一つの意見が絶対的に正しく，
他の意見は誤りであると断定することは困難であり，小学校社会科では学習問題の解決
に向けて，一つの結論を出すこと以上に話合いの過程が大切であることを踏まえ，取り
上げる教材が一方的であったり一面的であったりすることのないよう留意して指導する
ことにより，児童が多角的に考えたり，事実を客観的に捉え，公正に判断したりできる
ようにすることが必要であること。

・ 平成27年３月４日付け初等中等教育局長通知「学校における補助教材の適正な取扱い
について」（26文科初第1257号）に記されているように諸資料を補助教材として使用す
ることを検討する際には，その内容及び取扱いに関して以下の点に十分留意すること。
① 教育基本法，学校教育法，学習指導要領等の趣旨に従っていること。
② 使用される学年の児童生徒の心身の発達の段階に即していること。
③ 多様な見方や考え方のできる事柄，未確定な事柄を取り上げる場合には，特定の

事柄を強調し過ぎたり，一面的な見解を十分な配慮なく取り上げたりするなど，特
定の見方や考え方に偏った取扱いとならないこと。

・ 社会的事象を公正に判断するとは，決して独りよがりの判断ではなく，社会的事象に

ついて，複数の立場や意見を踏まえて多角的に考え，総合的に理解した上で判断するこ

とである。
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社 会 科 （小学校）

Ｑ１０ 小学校社会科における「社会的な見方・考え方」とは何ですか。

Ａ１０ 社会的事象の意味や意義，特色や相互の関連を考えたり，社会に見られる

課題を把握して，その解決に向けて社会への関わり方を選択・判断したりす

る際の「視点や方法（考え方）」であると考えられます。

○ 「社会的な見方・考え方」を小学校社会科では，「社会的事象の見方・考え方」と言い換えて，

資質・能力全体に関わるものとして位置付けています。

「社会的事象の見方・考え方」は，「位置や空間的な広がり，時期や時間の経過，事象や

人々の相互関係などに着目して（視点），社会的事象を捉え，比較・分類したり総合した

り，地域の人々や国民の生活と関連付けたりすること（方法）」と考えられる。

「社会的事象の見方・考え方を働かせ」るとは，これらの視点や方法を用いて，社会的事

象について調べ，考え，表現することなどを示している。

小学校「社会的事象の見方・考え方」の視点の例

社会的事象を，位置や空間的な広がりに着目して捉え，地域の
社会的事象の

環境条件や地域間の結び付きなどの地域という枠組みの中で人間
地理的な見方・考え方

の営みと関連付けること。
（位置や空間的な広がり）

社会的事象を，時期，推移などに着目して捉え，類似や差異な
社会的事象の

どを明確にしたり，事象同士を因果関係などで関連付けたりする
歴史的な見方・考え方

こと。
（時期や時間の経過）

社会的事象を，政治，法，経済などに関わる多様な視点（概念

現代社会の見方・考え方
や理論など）に着目して捉え，よりよい社会の構築に向けて，課

題解決のための選択・判断に資する概念や理論などと関連付ける

こと。
（事象や人々の相互関係）

教師が教材や資料を準備する際には，このような視点や方法に基づいて，

問いを意識することが大切である。なお，問いとは，調べたり考えたりする

事項を示唆し学習の方向を導くものであり，単元などの学習の問題（学習問

題）はもとより，児童の疑問や教師の発問など幅広く含むものであると考え

られる。

すなわち，「問い」が重要です。
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「社会的事象の見方・考え

方」を働かせるイメージとは，

例えば，どのような場所にあ

あるか，どのように広がって

いるかなどと，分布，範囲（位

置や空間的な広がり）などを

問う視点から，また，なぜ始

まったのか，どのように変わ

ってきたのかなどと，起源，

変化，継承（時期や時間の経

過）などを問う視点から，あ

るいは，どのようなつながり

があるか，なぜこのような協

力が必要かなど，工夫，関わ

り，協力（事象や人々の相互

関係）などを問う視点から，

それぞれ問いを設定して，社

会的事象について調べて，そ

の様子や現状などを捉えるこ

とです。

また，どのような違いや共

通点があるかなどと，比較・

分類したり総合したり，どの

ような役割を果たしているか

などと，地域の人々や国民の

生活と関連付けたりする方法

で，考えたり選択・判断した

りすることなどです。

視点を生かした考察や構想に向かう「問い」の例

１ 考察 社会的事象の特色や相互の関連，意味を多角的に
考察する力

① 位置や空間的な広がりの視点
・どのように広がっているのだろう ・なぜ，この場所に集まっているの
だろう ・地域ごとの気候はどのような自然条件によって異なるのだ
ろう

② 時期や時間の経過の視点
・いつ，どんな理由で始まったのだろう ・どのように変わってきたのだ
ろう ・なぜ，変わらずに続いているのだろう

③ 事象や人々の相互関係の視点
・どのような工夫や努力があるのだろう ・どのようなつながりがあるの
だろう ・なぜ○○と○○の協力が必要なのだろう

２ 構想 社会に見られる課題について，社会への関わり方
を選択・判断する力

① どのように続けていくことがよいのだろう
② 共に生きていく上で何が大切なのだろう

社会的事象の見方・考え方を働かせたイメージ

◎社会的事象の見方・考
え方
社会的事象を
・位置や空間的な広がり
・時期や時間の経過
・事象や人々の相互関係
に着目して捉え，比較・分
類したり総合したり，地域
の人々や国民の生活と
関連付けたりすること。

【考察】
社会的事象の特色

や相互の関連，意味
を多角的に考察する
力
【構想】
社会に見られる課

題について，社会へ
の関わり方を選択・
判断する力

問い

考察，構想した結果，獲得する知識の例

～期待される子供像

考察 社会的事象の特色や相互の関連，意味を多角的に考察する力
１ 位置や空間的な広がりの視点
・いくつかの組立工場を中心に部品工場が集まり工業が盛んな地域を形成している
・駅の周囲は交通の結節点なので人が多いため商業施設が集まっている
・国土の地理的位置や地形，台風などの自然条件によって気候は異なる

２ 時期や時間の経過の視点
・祭りは地域の豊作や人々のまとまりへの願いから始まった
・農作業は機械化により生産効率を向上させてきた
・伝統芸能は技や道具が継承されるとともに，多くの人々に受け入れられている

３ 事象や人々の相互関係の視点
・地域の安全は関係機関の未然防止と緊急対処によって守られている
・食料生産は私たちの食生活を支える役割を果たしている
・政治には国民生活の安定と向上を図る働きがある

構想 社会に見られる課題について，社会への関わり方を選択・判断する力
１ 伝統と文化は受け継ぐだけでなく時代に合わせ発展させていく必要がある
２ 世界の人々と共に生きるには，文化や考え方の違いを認め合い，課題を解決しな
がら理解し合っていくことが大切である
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社 会 科 （小学校）

Ｑ１１ 「公民としての資質・能力の基礎」とは何ですか。

Ａ１１ 「知識及び技能」，「思考力・判断力・表現力等」，「学びに向かう力・人間性

等」の三つの柱に沿って整理した小学校社会科の目標(1)から(3)までに示す

資質・能力の全てが結び付いて育まれるものです。

○ 社会科・地理歴史・公民科において育成する資質・能力は，従前からの学習指導要領におけ

る教科目標の趣旨を引継つつ，改めて三つの柱に整理しなおす観点から示されました。

○ 公民としての資質・能力とは何か

公民としての資質・能力とは，選挙権を有する18歳に求められる「広い視野に立ち，グロー

バル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の有為な形成者に必要な資

質・能力」であると考えられる。

●「広い視野に立ち」とは何か

中学校社会科の目標に示されている文言であり，小学校社会科から中学校社会科への接

続・発展を意図している。すなわち，中学校社会科は分野別に学習する構造になっており，

社会的事象を多面的・多角的に考察することや複数の立場や意見を踏まえて選択・判断す

ることが求められている。また，学習対象も小学校以上に世界へ広がりを見せるという点

を踏まえた表現である。

●「グローバル化する国際社会」とは何か

人，もの，資本，情報，技術などが国境を越えて自由に移動したり，組織や企業，国家

など，様々な集合体の役割が増大したりしていく国際社会を指している。

●「有為な」形成者とは何か

中学校社会科から高等学校地理歴史，公民科への接続・発展を意図している。すなわち，

高校生には選挙権を有する18歳に求められる資質・能力である公民としての資質・能力を

育てることが必要であり，「有為な」は，民主的な政治に参画する国民としての資質・能力

をも踏まえた表現である。

小学校社会科においては，上記のような公民としての資質・能力の基礎を育成することが

求められています。

◎ポイント

これまで「小学校学習指導要領解説 社会編」等で「公民的資質」として説明してきた，「平和で民主

的な国家・社会の形成者としての自覚，自他の人格を互いに尊重し合うこと，社会的義務や責任を果た

そうとすること，社会生活の様々な場面で多面的に考えたり，公正に判断したりすること」などの態度

や能力は，今後も公民としての資質・能力に引き継がれるものです。
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社 会 科 （小学校）

Ｑ１２ 小学校社会科における「知識及び技能」とは何ですか。

Ａ１２ 「知識」は，地域や我が国の地理的環境，地域や我が国の歴史や伝統と文化

現代社会の仕組みや働きを通して，社会生活についての総合的な理解を図る

ためのものです。

「技能」は，社会的事象について調べまとめる技能です。

○「知識」について

小学校の社会科は，第３学年からの４年間を通して社会生活や国家及び社会について総合的に

理解することを通して，公民としての資質・能力の基礎を育成することをねらいとしています。

● 「社会生活についての理解を図る」とは何か

人々が相互に様々な関わりをもちながら生活を営んでいることを理解するとともに，自ら

が社会生活に適応し，地域社会や国家の発展に貢献しようとする態度を育てることを指すも

のである。

● 「社会生活」とは何か

社会との関わりの中での人々の生活のことであり，地域の地理的環境や組織的な諸活動の

様子などとともに，我が国の国土の地理的環境や産業と国民生活との関連，我が国の歴史的

背景などを含んでいる。

○「技能」について

具体的には，調査活動や諸資料の活用など手段を考えて問題解決に必要な社会的事象に関す

る情報を集める技能，集めた情報を「社会的事象の見方・考え方」に沿って読み取る技能，読

み取った情報を問題解決に沿ってまとめる技能などであると考えられます。

これらの技能は，小・中学校の社会科はもとより，高等学校の地理歴史科・公民科において

も，参考資料「社会的事象等について調べまとめる技能」を参考にするなどして，繰り返し児

童生徒が身に付けるように指導することが大切です。（次頁：「参考資料」参照）

● 地球儀の活用について

・ 第５学年及び第６学年の目標(1)に「地図帳や地球儀，統計（や年表）などの各種の基礎

的資料を通して情報を適切に調べまとめる技能を身に付けるようにする」と示されている。

この目標を実現するためには，地球儀の特徴や使い方を知り，地球儀で調べる活動を指

導計画に適切に位置付けることが必要である。

・ 第５学年の始めには，地球儀に触れる活動を通して，少しずつ使い方に慣れ，地球儀の

特徴を実感できるようにすることが大切である。

・ 地球儀で調べる活動としては，世界の大陸や主な海洋，主な国の位置などを確かめる，

それらと我が国との位置関係について方位などを使って調べる，主な国の位置を緯度や経

度を用いて言い表したり，面積の大小や日本からの距離の違いを大まかに比べたりして，

これらの方法を身に付け，児童が自ら活用できるようにすることが大切である。
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（参考資料）
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社 会 科 （小学校）

Ｑ１３ 小学校社会科における「思考力，判断力，表現力等」とは何ですか。

Ａ１３ 「思考力，判断力」は，社会的事象の特色や相互の関連，意味を多角的に考

える力，社会に見られる課題を把握して，その解決に向けて，学習したことを

基に社会への関わり方を選択・判断する力です。

「表現力」とは，考えたことや選択・判断したことを説明する力や，考えた

ことや選択・判断したことを基に議論する力です。

１「思考力，判断力」の解説

(1)「社会的事象の特色」とは何か。

他の事象等と比較・分類したり総合したりすることで捉えることのできる社会的事象の特

徴や傾向，そこから見いだすことのできるよさなどであり，それは，仕事や活動の特色，生

産の特色，地理的環境の特色などに表されるものである。

(2)「社会的事象の相互の関連」とは何か。

比較したり関連付けたりして捉えることのできる事象と事象のつながりや関わりなどであ

り，それは，生産・販売する側の工夫と消費者の工夫との関連，関係機関の相互の連携や協

力，国会・内閣・裁判所の相互の関連などに表されるものである。

(3)「社会的事象の意味」とは何か。

社会的事象の仕組みや働きなどを地域の人々や国民の生活と関連付けることで捉えること

ができる社会的事象の社会における働き，国民にとっての役割などであり，それは，産業が

国民生活に果たす役割，情報化が国民生活に及ぼす影響，国民生活の安定と向上を図る政治

の働きなどに表されるものである。

(4)「多角的に考える」とは何か。

児童が複数の立場や意見を踏まえて考えることを指している。小学校社会科では，学年が

上がるにつれて徐々に多角的に考えることができるようになることを求めている。

(5)「社会に見られる課題」とは何か。

例えば，地域社会における安全の確保や，良好な生活環境の維持，資源の有効利用，自然

災害への対策，伝統や文化の保存・継承，国土の環境保全，産業の持続的な発展，国際平和

の構築など現代社会に見られる課題を想定したものである。

小学校においては，発達の段階を踏まえるとともに，学習内容との関連を重視し，学習展

開の中で児童が出会う社会的事象を通して，課題を把握できるようにすることが大切である。
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(6)「解決に向けて」とは何か。

選択・判断の方向性を示しており，よりよい社会を考えることができるようにすることを

目指している。

(7)「社会への関わり方を選択・判断する」とは何か。

社会的事象の仕組みや働きを学んだ上で，習得した知識などの中から自分たちに協力でき

ることなどを選び出し，自分の意見や考えとして決めるなどして，判断することである。

２「表現力」の解説

(1)「説明する」とは何か。

物事の内容や意味をよく分かるように解き明かすことである。

(2)「説明する力」についてのポイントは何か。

根拠や理由を明確にして，社会的事象について調べて理解したことや，それに対する自分

の考えなどを論理的に説明できるように養うことが大切である。

(3)「議論する」とは何か。

互いに自分の主張を述べ合い論じ合うことである。

(4)「議論する力」についてのポイントは何か。

他者の主張につなげたり，互いの立場や根拠を明確にして討論したりして，社会的事象に

ついての自分の考えを主張できるように養うことが大切である。

これらの「思考力・判断力・表現力等」は，問題解決的な学習過程において相互に関連性を

もちながら育成されるものと考えられます。

また，小・中・高等学校を通じて，児童生徒が主体的に考えたり選択・判断したりして表現す

る学習活動を重視しながら育成していくことが大切です。

中教審審議

のまとめより

抜粋(2016.12)
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社 会 科 （小学校）

Ｑ１４ 小学校社会科における「学びに向かう力，人間性等」とは何ですか。

Ａ１４ 「よりよい社会を考え主体的に問題解決しようとする態度」と，「多角的な

思考や理解を通して涵養される自覚や愛情など」です。

１「よりよい社会を考え主体的に問題解決しようとする態度」とは何か

主体的に学習の問題を解決しようとする態度や，よりよい社会を考え学習したことを社会

生活に生かそうとする態度などである。

２「多角的な思考や理解を通して涵養される自覚や愛情など」とは何か

各学年の内容に応じて涵養される地域社会に対する誇りと愛情，地域社会の一員としての自

覚，我が国の国土と歴史に対する愛情，我が国の将来を担う国民としての自覚，世界の人々と

共に生きていくことの大切さについての自覚などである。

● 愛情や自覚などについて

第３学年及び第４学年

…学習する生活舞台が市や県などの地域であることから，地域社会に対する

誇りと愛情，地域社会の一員としての自覚を養うこと。

第５学年……学習する生活舞台が我が国の国土であることから，我が国の国土に対する

愛情，我が国の産業の発展を願い我が国の将来を担う国民としての自覚を

養うこと。

第６学年……我が国の政治や歴史，グローバル化する国際社会における我が国の役割を

学ぶことから，我が国の歴史や伝統を大切にして国を愛する心情，我が国

の将来を担う国民としての自覚や平和を願う日本人として世界の国々の人

人と共に生きることの大切さについての自覚を養うことを求めている。

● 我が国の国土に対する愛情について

身近な地域や市，県の様子についての指導を踏まえて，我が国の国土の地理的環境とそこ

で営まれている産業の様子などの理解を図り，我が国の国土に対する愛情を育てることをね

らいとしている。

また，我が国の歴史に対する愛情についても，市を中心とした地域の人々の生活の変化や

県を中心とした地域の伝統や文化，地域の発展に尽くした先人の働きの指導を踏まえ，我が

国の歴史に対する理解を深めるとともに，我が国の歴史に対する愛情を育てることをねらい

としている。

以上のように，我が国の国土と歴史に対する愛情は，地域社会や我が国の国土の地理的環境，

産業の様子及び先人の働きなどについての学習を通して育てられるものです。

小学校社会科は，身近な地域や市や県についての理解を深め，地域社会に対する誇りと愛情を

養うとともに，我が国の国土と歴史に対する理解を深めて，それらに対する愛情を養うことをね

らいとしています。
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社 会 科 （小学校）

Ｑ１５ 移行期間の対応はどのようにすればよいですか。

Ａ１５ 移行期間（平成30・31年度）についての対応は以下の３つの実施が考えら

れます。

小学校社会科の標準時数は，移行期間である平成30・31年度も現行と同様であり，新教育課

程が実施される平成32年度も同様である。

１ 現行の学習指導要領を前提として移行期間に実施する場合

平成32年度の全面実施ができるように平成31年度の指導計画を作成する。その際，平成

31年度の第３学年で取り上げる内容に留意して作成する。平成31年度の第３学年の内容が

決まれば，必然的に平成32年度の第４学年の内容が決まることに留意する必要がある。

以下の点に留意して指導計画を作成すること。

学 年 内 容 項 目 指導年度

現行の内容２（１）ア，２（２）ア及びイ，２（４）

ア及びイ並びに２（５）アに規定する事項を指導す

第３学年 る。 平成31年度の第３学年

ただし，２（４）の指導に当たっては，３（４）

のうち「火災」に関する部分の規定を適用する。

現行の内容２（１）のアに「世界における我が国

第５学年 の国土の位置，国土の構成，領土の範囲」の部分の
平成30年度及び平成31

規定に係る事項を加える。
年度の第５学年

※ 現行の第３学年及び第４学年の内容２（４）については，新学習指導要領の第３学年

内容２（３）において「火災」を取り上げ，第４学年の内容２（３）においては，「風

水害，地震など」を独立させて取り上げたことによるため。

２ 新学習指導要領の全部を移行期間に実施する場合

新学習指導要領による指導計画を平成29年度中に作成し,平成30年度から指導を実施する。

３ 新学習指導要領の一部を移行期間に実施する場合

平成32年度に新学習指導要領による指導が行えるように，平成31年度の指導計画を作成す

る。ただし，上記１の内容項目について留意する必要がある。

（参考）現行学習指導要領

第３・４学年

２(1)ｱ…身近な地域や市の特色のある地形，土地利用の様子，主な公共施設などの場所と働き，交通の様子，古くから残る建造物

など。

２(2)ｱ…地域には生産や販売に関する仕事があり，それらは自分たちの生活を支えていること。

ｲ…地域の人々の生産や販売に見られる仕事の特色及び国内の他地域などとのかかわり

２(4)ｱ…関係機関は地域の人々と協力して，災害や事故の防止に努めていること。

ｲ…関係の諸機関が相互に連携して，緊急に対処する体制をとっていること。

２(5)ｱ…古くから残る暮らしにかかわる道具，それらを使っていたころの暮らしの様子

３(4) …「災害」については，火災，風水害，地震などの中から選択して取り上げ，「事故の防止」については，交通事故などの

事故防止や防犯を取り上げるものとする。

第５学年

２(1)ｱ…世界の主な大陸と海洋，主な国の名称と位置，我が国の位置と領土

26


